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 2023 年 5 月 25 日 

ノイルイミューン・バイオテック株式会社 

代表取締役社長 玉田 耕治 

問合せ先： 取締役管理部長 永井 寛子 

03-5843-7819 

 
 
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、以下の理念を掲げています。 

 

企業理念：「Create the Future to Overcome Cancer」「がんを克服できる社会の創生に貢献する」 

経営理念：「革新的な治療法の開発と継続的な企業の成長により、患者さん、社員、株主、そして社会

の期待に応える」 

 

 上記の理念に基づき、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを

高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとし

た多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプ

ライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速か

つ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の

視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施しております。 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

株式会社鶴亀 9,871,350 24.94% 

武田薬品工業株式会社 8,119,800 20.51% 

玉田 耕治 3,750,000 9.47% 
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Binex Co., Ltd. 2,277,825 5.76% 

石﨑 秀信 2,000,000 5.05% 

和田 聡 2,000,000 5.05% 

瀬戸 恭子 2,000,000 5.05% 

大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組

合 

1,349,200 3.41% 

株式会社アプリコット 1,203,850 3.04% 

佐古田 幸美 1,000,000 2.53% 

荻原 弘子 1,000,000 2.53% 

 

支配株主（親会社を除く）名 なし 

 

親会社名 なし 

親会社の上場取引所 なし 

 

補足説明 

― 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 グロース 

決算期 12 月 

業種 医薬品 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

― 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

― 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 
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組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 ９名以内 

定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 代表取締役 

取締役の人数 ４名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 １名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

１名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

フィリップ・フォシェ 他の会社の出身者            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

フィリップ・フォシェ 〇 － 長年にわたり複数の大手製薬企

業の代表取締役の経験があるこ

とから、製薬業界及び経営におけ

る豊富な知識及び幅広い見識を
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有しており、経営全般についての

助言・提言を期待して、当社の独

立社外取締役として適任である

と判断し、選任しております。 

また、同氏と当社間において、東

京証券取引所の定める独立性に

関する要件を満たしており、一般

株主との間に利益相反が生じる

恐れはないため、独立役員に指定

しております。 

 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

４ － １ １ － ２ 社外取締役 

 

補足説明 

当社は取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン

スの充実を図るため、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は代表取締役 1 名、社外取締役 1

名、社外監査役 2 名により構成されており、必要に応じて、取締役、その他の社員を出席させて、報

酬委員会が求めた事項について説明を受けることを可能としております。 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 ５名以内 

監査役の人数 ３名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

2019 年 11 月より常勤監査役の主催により三様監査連絡会を開催し、内部監査担当者及び会計監査人よ

り、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、遅滞なく合理的に相互
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の情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ３名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 

２名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

藤原 一幸 他の会社の出身者              

橋岡 宏成 弁護士              

中田 幸康 公認会計士              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 
独立 

役員 
適合項目に関する補足説明 選任の理由 

藤原 一幸 〇 － 証券会社における執行役員として

の長年の経験及び豊富な知識に基

づき、経営全般の監視と実効性の高

い適切な監査の実施を期待して選

任しております。 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

6 

また、同氏と当社間において、独立

役員指定に係る東京証券取引所規

則所定の項目に定める特別な関係、

属性は認められず、一般株主と利益

相反が生じるおそれのないものと

認められるため、同氏は独立性を有

するものと考え、同氏を当社の独立

役員として指定しております。 

 

橋岡 宏成  － 弁護士の資格を有しており、法律専

門家として経営全般に対する実効

性の高い監督・監査機能を果たすこ

とを期待して選任しております。 

また、同氏と当社間において、東京

証券取引所の定める独立役員要件

を満たしており、一般株主と利益相

反の生じる恐れはないと判断して

おりますが、当社設立後早期の増資

に際して出資しており、現在も継続

して株式を有していることから、独

立役員として指定、届け出は行って

おりません。 

 

中田 幸康 〇 － 公認会計士及び税理士の資格を有

しており、会計に対する深い知見が

あることから、弊社会計関係におけ

る実効性の高い監督・監査機能を果

たすことを期待して選任しており

ます。 

また、同氏と当社間において、独立

役員指定に係る東京証券取引所規

則所定の項目に定める特別な関係、

属性は認められず、一般株主と利益

相反が生じるおそれのないものと

認められるため、同氏は独立性を有

するものと考え、同氏を当社の独立
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役員として指定しております。 

 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 ３名 

その他独立役員に関する事項 

独立役員の資格を充たす社外役員４名のうち３名を独立役員に指定しております 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社は、業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を図ることを目的として、ス

トックオプション制度を導入しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,社外取締役, 社外監査役,従業員 

該当項目に関する補足説明 

上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しており

ます。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、個別報酬の記載はしておりません。取締役及び

監査役の報酬等は、それぞれの役員の区分ごとの総額で開示しております 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を役員報酬規程に定めており、役員の報

酬等の額については、株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲

内において決定しております。なお、各取締役の報酬については、代表取締役１名、社外取締役１名、

社外監査役２名で構成された任意の報酬委員会の答申を踏まえて、決定しております。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外役員へのサポートは管理部が行っております。具体的には、取締役会を始め、経営会議等重要な会
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議に関する資料の事前配布、必要に応じて個別直後の説明、十分な検討時間の確保等を実施しておりま

す。 

 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

（ａ）取締役会 

 当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）で構成され、会社の事業運営に関する重要事

項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月１回の取締役会の開

催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。決裁規程での決裁権限を明確化し、

重要な意思決定については取締役会において決定しております。なお取締役会の議案については、事前

に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。 

 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となって

おります。社外取締役は他業界からも招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営

監視を可能とする体制作りを推進しております。 

 

（ｂ）監査役及び監査役会 

 当社は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。常勤監査役１名及び非常

勤監査役２名で構成されており、３名全員が社外監査役であります。監査役会は、毎月１回開催するほ

か、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。 

 監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、経営幹部との面談を通じて会社の状況を把握するな

かで経営に対する監視機能を発揮できる体制になっております。 

 

（ｃ）経営会議 

 当社は、取締役４名および研究顧問１名の計５名で構成される経営会議を取締役会の決議事項、報告

事項以外の事項について、また取締役会についての経営の意思決定を合理的かつ迅速に行うことを目的

に、毎月１回開催しております。当会議を通じて、経営状況を把握するとともに、職務権限・業務分掌

規程に基づく牽制が有効に機能しているかどうかについて、関係者間の意見調整、問題点の把握に努め

ております。また、当社の属する医薬業界に対する法規制、行政指導、監督官庁への対応や、コンプラ

イアンス順守のための啓蒙活動を行っております。 

 

（ｄ）報酬委員会 

 当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、2020 年 11 月よ

り代表取締役１名、社外取締役１名、社外監査役２名の計４名で構成される諮問機関として報酬委員会

を設置しております。原則として、年１回の定例報酬委員会の開催に加え、必要に応じて臨時報酬委員

会をその都度開催しております。 
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 取締役会においては、報酬委員会の答申を尊重し、取締役の報酬を決定することとしております。 

 

（ｅ）利益相反委員会 

 当社は、利益相反取引及び責務相反状況を把握・検証するため、2020 年 11 月より社外取締役、社内

取締役、社外監査役から選任される諮問機関として利益相反委員会を設置しております。原則として、

利益相反委員会は３カ月に１回の開催に加え、必要に応じて臨時委員会をその都度開催しております。

対象者からの報告のみならず、利益相反取引に該当する取引が生じていないかを利益相反委員会が調査

を行うことで牽制する体制を構築しております。 

 利益相反取引及び関連当事者取引が行われる場合には、事前に利益相反委員会にてその取引の必要性

と取引条件の妥当性について検証を行い、取締役会は当該意見を尊重して決議することとしておりま

す。 

（ｆ）内部監査 

 当社の内部監査担当者は、管理部の１名を任命しております。内部監査担当者は、業務活動の合理性、

効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役社長に報告し、不正、誤謬の防止並

びに業務改善に資することとしております。また、内部監査指摘事項の改善状況を定期的に確認するこ

とで実効性の高い監査の実施に努めております。なお内部監査が自己監査とならないよう、内部監査担

当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から内部監査担当者を別途任命し、内部監査

を実施しております。 

（g）会計監査人 

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、適切な会計監査を受けております。（h）

責任限定契約の概要 

 当社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法

第 423 条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨を定款

に定めております。 

 当社は、当社と社外取締役１名との間における、会社法第 427 条第１項の規定により、会社法第 423

条第１項の損害賠償責任を当社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の１年間

当たりの額に２を乗じて得た額に限定する契約の締結を検討しております。 

 また当社は、社外監査役３名との会社法第 427 条第１項の規定により、会社法第 423 条第１項の損

害賠償責任を限定する契約の締結を検討しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令

が定める額としております。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、経営の監督と業務執行の分離を明確にし、透明性の高い経営の実現を図るとともに、経営環境

の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するために、現状の体制を採用してお

ります。 
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Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主総会の議案に対する十分な検討時間を確保できるように、招集通知の早期発

送を今後検討して参ります。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

より多くの株主が出席できるよう、集中日を回避した日程を今後検討して参りま

す。 

電磁的方法による

議決権の行使 

今後検討すべき事項として考えております。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

今後検討すべき事項として考えております。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

海外投資家比率を踏まえて、今後検討して参ります。 

 

２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リ シ ー の 作

成・公表 

当社のホームページ内の IR 専門サイトにて、公表を検討し

て参ります。 

－ 
 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役による業績や

経営方針の説明を検討して参ります。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役

による業績や経営方針の説明を検討して参ります。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

海外投資家向けの定期的説明会については、株式公開後の海

外投資家比率を踏まえて、今後検討して参ります。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページの IR 専門サイトにて、有価証券報告書等、

適時開示書類、IR ニュース等を掲載する予定です 

－ 
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IR に関する部署(担

当者)の設置 

IR 担当部署：管理部 

IR 担当：取締役管理部長 永井寛子 
－ 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社の企業理念・経営理念に基づき、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全

性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上さ

せていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホル

ダーへの利益還元ができると考えております。 

経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガ

バナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織

体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視

点を踏まえた効率的な経営を行っております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

今後検討すべき事項として考えております。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社は、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適

時適切に開示することを基本姿勢としており、当社の定める「適時開示規程」に

則り、当社ホームページの IR 専門、決算説明会等により、ステークホルダーに

対する積極的な情報開示を行う方針であります。 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制

（内部統制システム）の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識しており、2018 年 12 月

18 日の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を会社法に基づき決議し、代表取締役社長

をプロジェクトリーダーとした内部統制プロジェクトチームを発足させております。 

内部統制システムの構築に関する基本方針の概要は以下の通りとなります。 

 

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

ａ．取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項

を決定する。 

ｂ．取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運

用し、それに従い職務執行しているかを監督する。 

ｃ．取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。 

ｄ．取締役は、監査役が定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。 
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2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「決

裁規程」「稟議実施細則」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、

その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。 

 

3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ａ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関すること

を「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時開

催する 

ｂ．取締役は、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。 

 

4. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

代表取締役社長は、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、代表取締役社長、取締

役会、監査役、顧問弁護士等に報告できる体制を構築する。 

 

5. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ａ．代表取締役社長は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締

役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。 

ｂ．リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意

識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。 

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 

当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役と必要に応じ

て協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。 

 

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人の取締役

からの独立性に関する事項 

補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の

指揮命令は受けない。 

 

8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

ａ．監査役は、取締役会以外にも幹部会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重

要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。 

ｂ．取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議

の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、その他必要な重要事項を監査役に報
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告する。 

ｃ．取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法

令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。 

 

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ａ．監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。 

ｂ．監査役は、会計監査人とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査

及び報告を求める。 

 

10. 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制 

当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じない

ことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政

機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を

取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。 

 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを

基本方針としています。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関な

どからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全

体として速やかに対処できる体制を整備しています。 

社内体制としては、「反社会的勢力調査規程」を制定し、外部の調査機関の活用及び取引金融機関・

取引先等からの風評等の信用調査を必ず収集する運用体制を確立することとしております。さらに、コ

ンプライアンス委員会を設置し、2020 年９月に公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加

入しております。また反社会的勢力に対する業務の調整窓口を管理部とし、監査役及び従業員並びにそ

の他会社の業務に従事する者が順守すべき基本事項を「コンプライアンス行動規範」として整備してお

ります。 

 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 
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－ 

 

【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

＜決定事実・決算情報＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 ＜発生事実＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

以上 

経営会議 

取締役会決議予定

案件の取りまとめ 

管理部 

有価証券上場規程に

よる開示有無の確認 

執行責任者 

（代表取締役社長） 

情報取扱責任者 

（取締役管理部長） 

開示有無の 

確認経過 

及び結果報

 

取締役会 
議案上程 

常勤監査役 

開示有無に 

係る意見陳述 

情報開示 

緊急事態等 

の発生 

各部門長 

管理部 

有価証券上場規程に

よる開示有無の確認 

執行責任者 

（代表取締役社長） 

情報取扱責任者 

（取締役管理部長） 

開示有無の 

確認経過 

及び結果報

告 

常勤監査役 

開示有無に 

係る意見陳述 

情報開示 
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